
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  賃貸マンションを取得して消費税を還付           

Ｑ：私はたばこ屋をやっていますが、来年

に賃貸マンションを取得して不動産賃貸を始

めようと思っています。消費税は現在、免税

事業者ですが、課税事業者を選択すれば消費

税が還付されると聞きました。どのような取

扱いになっているのですか？                                

                                              

Ａ：還付を受けることはできますが、３年

後に通算課税売上割合による調整が必要にな

ります。 

【解説】 

消費税は、課税売上に係る消費税額から仕

入に係る消費税額を控除して計算しますから、

仕入に係る消費税額が多いときは還付が受け

られることになります。 

ただし、この場合には、消費税の課税事業

者になっていなければならず、また原則課税

(簡易課税は還付になりません)を採用してい

なければなりません。 

ところで、免税事業者が課税事業者になっ

た場合において、その後２年以内にマンショ

ンのような資産(調整対象固定資産といいま

す)を取得して還付申告をするような場合に

は、取得した課税期間から３年間は免税事業

者に戻ることができず、また、この３年間に

おける課税売上割合が著しく変動していると

きは、控除税額の調整をしなければならない

こととなっています。 

したがって、マンションを取得した年は還

付になりますが、２年後に課税売上割合が減

少しておれば、その減少分に見合う消費税を

納付しなけれなならないことになります。 
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